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京
都
泉
涌
寺
の
第
四
次
古
文
書
調
査
は
、
本
年
九
月
上
旬
に
行
な
わ
れ

た
。
調
査
参
加
者
は
、
大
三
輪
龍
彦
、
伊
藤
｝
美
、
小
松
大
秀
、
山
中
清

孝
（
以
上
す
べ
て
大
学
院
生
）
の
四
名
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
に
よ
り
整

理
を
完
了
し
た
も
の
は
後
水
尾
天
皇
・
明
正
天
皇
の
御
葬
礼
関
係
史
料
が

各
々
二
百
七
十
三
点
、
二
百
四
点
、
寺
役
人
山
田
家
旧
蔵
泉
涌
寺
文
書
百

八
十
五
点
、
山
田
家
文
書
三
十
点
で
あ
る
。

　
後
水
尾
天
皇
、
明
正
天
皇
の
御
葬
礼
関
係
史
料
は
寛
文
八
年
（
一
六
六

八
）
建
立
の
宝
蔵
内
に
、
他
の
天
皇
、
女
院
の
史
料
と
と
も
に
ひ
と
り
つ

つ
整
然
と
箱
に
入
れ
ら
れ
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
総
合
的
な
調

査
は
今
回
の
我
々
の
調
査
が
初
め
て
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
主
な
史
料
を

示
す
と
、
　
「
後
水
尾
院
尊
儀
御
葬
礼
御
中
陰
等
略
記
」
「
同
金
銀
寄
払
帳
」

「
同
布
施
割
帳
」
「
武
家
香
璽
帳
」
「
官
方
堂
上
方
諸
門
跡
井
女
中
衆
贈
経

香
奥
帳
」
「
御
一
会
記
録
」
等
が
あ
り
、
状
物
に
は
下
行
米
に
関
す
る
幕

府
老
中
奉
書
の
写
、
諸
道
具
覚
、
泉
涌
寺
よ
り
諸
塔
頭
・
関
係
寺
社
へ
の

書
状
控
、
関
係
寺
社
・
武
家
か
ら
の
書
状
、
絵
図
等
が
あ
る
。
年
次
は
後

水
尾
天
皇
の
場
合
、
崩
御
の
年
の
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
の
も
の
が
質

量
と
も
に
充
実
し
て
お
り
、
以
下
一
周
忌
、
三
回
忌
、
七
回
忌
、
十
七
回

忌
、
二
十
五
回
忌
、
三
十
三
回
忌
、
五
十
回
忌
、
百
回
忌
、
百
五
十
回
忌

の
も
の
が
あ
る
。

　
山
田
家
旧
蔵
泉
涌
寺
文
書
は
、
か
つ
て
泉
涌
寺
の
寺
役
人
を
代
々
世
襲

さ
れ
、
現
在
も
泉
涌
寺
の
門
前
近
く
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
北
海
道
大
学
名

誉
教
授
山
田
幸
男
氏
が
、
今
回
の
我
々
の
古
文
書
調
査
を
…
機
に
、
泉
涌
寺

に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
史
料
の
内
容
は
少
点
数
な
が
ら
良
好
な

史
料
群
な
の
で
、
参
加
者
四
人
の
共
同
作
成
に
な
る
目
録
を
掲
載
し
、
簡

単
な
解
説
、
史
料
紹
介
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
尚
、
泉
涌
寺
で
は
来
る
昭

和
五
十
一
年
に
、
開
山
国
師
（
俊
あ
）
七
百
五
十
回
忌
が
厳
修
さ
れ
る
の

を
機
に
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
赤
松
俊
秀
氏
を
中
心
に
泉
涌
寺
史
が
編
纂

さ
れ
る
由
で
あ
る
。
昨
年
度
及
び
今
回
の
我
々
の
さ
さ
や
か
な
採
訪
記
が

何
ら
か
の
お
役
に
立
て
ば
幸
い
で
あ
る
。

一、

辮
?
�
V
皇
の
葬
礼

　
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
天
皇
で
、
葬
礼
そ
の
も
の
に
関
す
る
史
料

が
現
存
す
る
こ
と
は
、
私
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
我
々
が

現
在
継
続
的
に
調
査
中
の
泉
涌
寺
は
、
皇
室
の
菩
提
寺
で
あ
り
、
後
水
尾

天
皇
よ
り
孝
明
天
皇
ま
で
の
す
べ
て
の
天
皇
、
女
院
の
葬
礼
に
関
す
る
根

本
史
料
を
所
蔵
す
る
寺
で
あ
る
。
や
や
特
殊
な
史
料
で
は
あ
る
が
、
　
「
御
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・

布
施
帳
」
「
金
銀
寄
払
帳
」
等
を
詳
細
に
分
析
す
れ
ば
、
近
世
の
皇
室
経

済
、
朝
幕
関
係
、
大
名
・
寺
社
の
財
政
、
出
入
商
人
・
寺
領
農
民
の
実
態

等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
今
回
調
査
を
完
了
し
た
の
は
前
述
の
如
く
後
水
尾
天
皇
、
明
正
天
皇
の

御
二
方
分
の
み
で
あ
る
が
、
史
料
内
容
は
大
同
小
異
な
の
で
本
稿
で
は
後

水
尾
天
皇
の
葬
礼
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
を
略
述
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
後
水
尾
天
皇
は
慶
長
元
年
（
】
五
九
六
）
、
後
陽
成
天
皇
の
第
三
皇
子

と
し
て
生
れ
た
。
母
は
中
和
門
院
前
子
（
近
衛
前
久
女
）
、
誰
は
政
仁
（
こ

と
ひ
と
）
で
あ
る
。
慶
長
十
六
年
（
一
六
＝
）
、
第
百
八
代
天
皇
と
し

て
即
位
、
在
位
年
数
は
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
の
突
然
の
譲
位
ま
で
十

入
年
八
ケ
月
で
あ
っ
た
。
時
あ
た
か
も
幕
藩
体
制
確
立
期
に
あ
た
っ
て
お

り
、
禁
中
並
公
家
衆
諸
法
度
、
紫
衣
事
件
等
に
よ
り
、
幕
府
の
天
皇
制
へ

の
圧
迫
が
最
も
激
し
か
っ
た
時
の
天
皇
で
あ
る
。
「
大
日
本
野
史
」
巻
九
、

後
水
尾
天
皇
の
項
に
よ
れ
ば
、
　
「
和
歌
を
善
く
し
、
挿
花
を
好
む
」
と
あ

る
。
天
皇
御
製
の
歌
と
し
て
最
も
著
名
な
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ぎ
す
す
き

　
藍
原
よ
し
げ
ら
ば
し
げ
れ
荻
薄
と
て
も
道
あ
る
世
に
住
ま
ば
こ
そ

で
あ
る
が
、
譲
位
直
前
の
心
境
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
後
水
尾
天
皇
の
中
宮
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
女
の

和
子
（
東
福
門
院
）
で
あ
る
が
、
寛
永
六
年
東
福
門
院
所
生
の
明
正
天
皇

に
譲
位
し
て
以
来
、
明
正
・
後
光
明
・
後
西
・
霊
元
天
皇
（
以
上
す
べ
て

実
子
）
の
四
代
に
わ
た
っ
て
院
政
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
泉
涌
寺
に
は
寛
永
三
年
、
同
六
年
の
住
持
職
補
任
、
紫
衣
許
可
の
論
旨
、

農
筆
の
願
文
（
寛
永
十
三
年
七
月
三
日
付
）
、
天
皇
の
皇
子
で
妙
法
院
門

跡
尭
如
法
親
王
筆
の
天
皇
尊
像
な
ど
が
あ
り
、
他
に
も
天
皇
ゆ
か
り
の
遺

品
が
多
い
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
。

　
後
水
尾
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
の
は
延
宝
八
年
（
一
六
入
○
）
八
月
十
九

日
寅
刻
で
あ
る
。
御
年
八
十
五
才
で
あ
っ
た
。
　
「
続
史
愚
抄
」
六
十
二
、

霊
元
天
皇
中
之
下
、
同
年
八
月
六
日
の
条
に
「
法
皇
抑
御
悩
幸
内
裏
、
還

幸
後
有
御
絶
気
」
と
あ
り
、
同
八
日
に
は
東
寺
西
院
で
薬
師
法
御
祈
が
行

な
わ
れ
、
十
一
日
か
ら
七
日
間
、
神
宮
で
御
祈
が
行
な
わ
れ
た
模
様
で
あ

る
。
｝
方
、
　
「
常
憲
院
殿
御
実
紀
」
同
年
八
月
廿
一
日
の
条
に
は
「
法
皇

御
悩
の
聞
え
あ
る
に
よ
り
、
高
家
畠
山
民
部
大
輔
基
玄
奉
存
候
の
御
使
奉

り
京
に
つ
か
わ
さ
る
」
と
あ
り
、
同
廿
四
日
の
条
に
は
「
法
皇
御
不
豫
の

よ
し
、
公
卿
帰
洛
の
い
と
ま
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。
延
宝
八
年
五
月
に
将
軍

家
綱
が
莞
じ
て
お
り
「
徳
川
実
紀
」
に
よ
れ
ば
、
綱
吉
の
将
軍
宜
下
の
大

礼
が
同
年
入
月
二
十
三
日
に
行
な
わ
れ
で
い
る
。
お
そ
ら
く
は
大
勢
の
公

卿
達
が
江
戸
の
御
祝
に
招
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
　
「
後
水
尾
院
尊
儀
御
葬
礼
御
中
陰
等
略
記
」
　
（
以
下
略
記
）
に

よ
れ
ば
、
御
入
棺
は
八
月
二
十
三
日
（
続
史
愚
抄
に
は
廿
二
日
亥
刻
と
あ

る
。
）
で
、
参
勤
僧
十
二
人
が
、
二
十
三
日
か
ら
式
当
日
の
閏
八
月
入
日
ま

で
「
殿
中
籠
僧
七
人
宛
参
勤
三
時
供
養
法
有
之
」
と
あ
る
。
葬
礼
に
は
百

三
十
人
の
僧
が
出
仕
し
て
い
る
が
、
う
ち
百
五
人
が
泉
涌
寺
の
僧
で
、
残

り
二
十
五
人
は
招
提
寺
、
西
大
寺
、
戒
檀
院
か
ら
援
助
を
う
け
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
　
「
略
記
」
に
よ
る
式
当
日
の
公
卿
、
武
家
の
任
務
分
担
は
次
の
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、

通
り
で
あ
る
。

　
勅
使

　
第
二
使

持
明
院
中
将
殿

蔵
人
卜
部
兼
充
殿

御
普
請
奉
行

芦
浦
　
観
音
寺

小
野
　
半
之
助

中
井
　
主
水
正

京都泉涌寺古文書採訪記

凶
事
伝

御
奉
行

寺
門
伝

上
使

奏奏

御
所
司

御
一
会
中
御
番

火
消
御
番

但
与
力
同
心
等
巡
回

御
目
付

清
閑
寺
大
納
言
殿

坊
城
権
右
少
弁
殿

勧
修
寺
大
納
言
殿

上
杉
　
伊
勢
守
殿

井前松戸
上田平田

御
法
事
二
付
、
今
度
上
京

　
　
　
　
　
　
藤
堂

　
　
　
　
　
　
有
馬

　
　
マ
マ
　

掃
地
奉
行

新
調
道
具
井
御
下
行
奉
行

越
前
守
殿

日
向
守
殿

安
芸
守
殿

丹
波
守
殿

宮主
内馬
殿殿

川
口
茂
右
衛
門
殿

五
味
藤
九
郎

木
村
惣
右
衛
門

藤
林
　
長
兵
衛

　
引
用
が
や
や
長
く
な
る
が
、
　
「
続
史
愚
抄
」
の
閏
八
月
八
日
の
条
を
記

そ
う
。
「
奉
レ
葬
二
故
院
於
泉
涌
寺
一
。
踊
鋼
デ
審
公
卿
左
大
臣
基
熈
。
已
下
計
六

入
。
藤
中
納
言
鰻
糠
為
人
数
。
殿
上
人
左
中
弁
意
光
朝
臣
巳
下
計
四
人
供

奉
。
葬
場
使
左
中
将
基
輔
朝
臣
。
山
頭
使
蔵
人
式
部
大
丞
卜
部
兼
充
（
略
）

導
師
天
圭
長
老
。
幽
博
奉
行
蔵
人
権
右
少
弁
俊
方
。
伝
奏
権
大
納
言
熈
殖

（
以
下
略
）
」
。
「
略
記
」
に
は
単
に
勅
使
、
第
二
使
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
葬
場
使
、
山
頭
使
と
、
よ
り
具
体
的
に
記
さ
れ
て

い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
次
に
「
実
紀
」
の
二
十
七
日
の
条
を
見
て
み
る

と
、
　
「
十
九
日
、
法
皇
崩
御
あ
り
て
後
水
尾
院
と
称
し
奉
る
旨
京
よ
り
注

進
あ
り
。
よ
て
音
楽
停
廃
せ
ら
る
る
事
七
日
。
群
臣
出
仕
し
御
気
色
を
伺

ふ
」
と
あ
り
、
三
十
日
の
条
に
は
、
　
「
法
皇
御
法
会
、
泉
涌
寺
、
般
舟
院

に
て
執
行
あ
る
を
も
て
、
松
平
日
向
守
信
之
、
本
多
隠
岐
守
康
慶
、
植
村

右
衛
門
佐
家
貞
な
ら
び
に
二
条
在
番
の
大
番
頭
、
所
属
ひ
き
つ
れ
、
そ
の

事
つ
か
ふ
ま
つ
る
べ
し
と
仰
せ
つ
か
は
さ
る
。
よ
て
目
付
藤
堂
主
馬
良
直

も
上
洛
せ
し
め
給
ふ
。
」
と
あ
る
。
松
平
信
之
、
藤
堂
良
直
の
名
は
「
略
記
」

中
に
も
見
出
し
う
る
が
、
本
多
康
慶
、
植
村
家
貞
の
任
務
は
不
明
で
あ

る
。
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次
に
御
中
陰
（
閏
八
月
九
日
～
廿
九
日
）
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

御
中
陰
中
は
、
　
「
毎
日
三
時
御
法
事
修
行
」
が
あ
り
、
出
仕
僧
は
七
十
人

で
あ
っ
た
。
凶
事
伝
奏
、
奉
行
、
寺
門
伝
奏
の
三
人
は
毎
日
参
勤
し
、
堂

上
の
詰
番
（
院
参
衆
）
、
非
蔵
人
北
面
等
は
終
日
参
勤
と
あ
る
。
又
、
右
の

他
、
毎
七
日
之
当
日
（
初
七
目
、
二
七
日
、
…
…
…
七
七
目
）
計
七
回
法

事
が
行
な
わ
れ
、
僧
十
一
人
つ
つ
が
出
仕
し
た
と
あ
る
。
そ
の
際
大
臣
巳

下
五
人
つ
つ
、
殿
上
人
四
人
つ
つ
参
仕
し
て
お
り
、
他
に
二
条
御
番
衆
の

う
ち
三
～
四
人
つ
つ
が
毎
日
参
勤
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
中
陰
中
の
法

事
の
導
師
、
参
仕
し
た
主
な
公
卿
、
仏
事
の
内
容
等
は
「
続
史
愚
抄
」
の

閏
入
月
十
一
日
～
廿
九
目
の
条
に
詳
し
い
の
で
省
略
し
た
い
。
又
、
十
月

二
十
三
日
に
は
石
塔
供
養
が
行
な
わ
れ
、
同
二
十
九
日
に
は
百
箇
日
御
忌

が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
こ
れ
も
省
略
す
る
。

　
一
方
、
財
政
面
か
ら
葬
礼
を
見
て
み
よ
う
。
　
「
法
皇
御
所
様
就
御
葬
礼

御
中
陰
御
百
箇
日
御
下
行
米
請
取
帳
」
に
よ
れ
ば
、
葬
礼
～
百
箇
日
の
間

に
幕
府
か
ら
請
取
っ
た
米
の
総
計
は
七
百
七
拾
石
で
、
そ
の
内
訳
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

一、

?
Q
百
石

一、

ﾄ
百
五
拾
石

一、

ﾄ
弐
拾
石

｝、

ﾄ
参
百
石

台
所
入
用

下
伝
行
者
下
人
等
御
下
行

当
分
掃
地
料

御
百
ケ
目
御
下
行

明
正
天
皇
の
葬
礼
の
際
の
下
行
米
の
総
計
も
七
百
七
拾
石
で
あ
る
が
、

明
正
天
皇
の
揚
合
、
老
中
の
大
久
保
忠
朝
、
阿
部
正
武
、
土
屋
政
直
、
戸

田
忠
昌
の
奉
書
（
写
）
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
下
行
米
は
大
津
蔵
米
よ

り
出
さ
れ
て
い
た
様
で
あ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
後
日
に
譲
り
た
い
。

　
ま
た
、
若
干
重
複
す
る
箇
所
も
あ
る
が
、
　
「
後
水
尾
院
尊
儀
御
葬
礼
御

中
陰
金
銀
寄
払
帳
」
に
よ
り
、
収
支
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

第
工
表
の
通
り
で
あ
る
。
米
百
七
拾
石
を
除
い
て
も
収
入
の
う
ち
八
十
二

％
余
が
幕
府
・
諸
大
名
の
下
行
米
、
香
璽
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。

第1表　「後水尾天皇御葬礼，御中陰金銀寄払」

劇銀・匁1内 訳1備 考

1

2

3

4

5

6・

6

8

9

10

27477．0

18300。0

17700．0

5891．5

3250．0

1830．0

1830．0

　137．5

　96．0

米170石

諸大名香彙

御百ケ日御下行
　　　　　300石代
御中陰御下行
　　　　　300石代
諸家香璽

本院御所より御下行
　　　　　　50石
女五宮より御下行
　　　　　　30石
新院より御下行

諸堂御車寵散銭

地下香奥

御中陰御下行米之内

白銀639枚分

石二付61匁

石二付59匁

石二付65匁

石二付61匁

　　〃
銭11貫文

方丈蔵入
1
　
2
　
3
1
　
　
1
　
　
1

一360．8

|338．8

|2α0

番所井御廟すやの償

｡経270部代

@安寺6償
計1　76S92・　94　1 （朱）外二

338匁8分
註　｛1）

　　②
　　〔3｝

　　〔4）

金額の多い順に並べた。
1，4，11には明細があるが省略した。

1～10は収入，11～13は支払である。
（1十2十3十…十9）一（11十12十13）＝77793．4となる。
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｝
方
、
他
の
史
料
に
よ
り
支
出
面
を
見
て
み
よ
ヶ
。
　
「
後
水
尾
院
尊
儀

御
葬
礼
御
中
陰
諸
色
払
」
な
る
史
料
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば

百
余
項
目
の
支
払
の
明
細
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
総
計
は
、
銀
弐
拾
三

貫
参
百
拾
弐
匁
七
厘
四
毛
、
米
百
三
拾
石
四
斗
壱
升
　
（
銀
ニ
シ
テ
七
貫
六

百
廿
八
匁
九
分
八
厘
五
毛
、
石
二
付
五
拾
八
匁
五
分
か
へ
）
と
あ
る
。
支

出
の
第
一
は
、
一
会
中
飯
米
で
百
拾
四
石
壱
斗
（
銀
拾
四
貫
六
百
廿
五
匁

九
分
）
、
以
下
、
臨
時
三
ケ
度
之
御
布
施
六
貫
六
百
拾
入
匁
余
、
八
百
屋

孫
右
衛
門
参
貫
六
拾
三
匁
余
と
続
く
。
禁
裏
御
寺
泉
涌
寺
に
出
入
し
て
い

た
商
人
は
京
都
の
商
人
の
中
で
も
最
も
上
層
の
者
た
ち
と
思
わ
れ
る
の
で

左
記
に
主
な
店
の
屋
号
を
抜
き
出
し
て
お
く
。

　
か
り
金
屋
、
茶
屋
、
河
内
屋
、
亀
屋
、
伏
見
屋
、
筆
や
。
　
（
そ
の
他
、

茶
師
、
門
前
百
姓
の
名
も
見
え
る
。
）

　
こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
亀
屋
、
茶
屋
、
か
り
金
屋
で
あ
る
が
、
か

り
金
屋
佐
右
衛
門
な
る
人
物
は
尾
形
光
琳
、
乾
山
の
父
尾
形
宗
謙
と
同
一

人
物
で
あ
ろ
う
か
。
雁
金
屋
は
東
福
門
院
（
延
宝
六
年
没
）
の
御
用
を
勤

め
た
呉
服
商
で
あ
り
、
泉
涌
寺
に
出
入
し
て
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
自
然

で
は
な
い
。
佐
右
衛
門
の
名
は
三
度
出
て
く
る
が
、
三
度
目
の
箇
所
に
は

「
但
南
都
壱
礼
上
下
等
遣
」
と
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

　
以
上
、
後
水
尾
天
皇
の
葬
礼
に
関
し
て
そ
の
概
略
を
述
べ
た
が
、
最
後

に
、
後
水
尾
天
皇
の
葬
礼
史
料
の
中
に
”
混
入
”
し
て
い
た
泉
涌
寺
の

”
収
支
決
算
表
”
の
紹
介
を
行
い
た
い
。
先
に
あ
げ
た
数
字
と
比
較
す
る

に
は
最
適
の
史
料
と
思
わ
れ
る
の
で
こ
こ
に
記
す
こ
と
と
す
る
。
　
（
ほ
ぼ

同
様
の
史
料
が
四
・
五
点
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
一
点
の
み
を
あ
げ
る
。
）

第H表（1） （延宝6．7．晦～延宝7．正．晦）

収入の部
順1米・石1　　内 訳

東福門院御一会下行米

上羽年貢

勝竜寺年貢

後光明院御日牌料

森村年貢

境内年貢

御堂仏供料

横大路年貢

東福門院御一会等常住飯米残

壬生院御日牌料

新広義門院御日牌料

自先奉行

自来迎院

南山忌料

201．5

101，5

44．0

25．948

15．304

　12．34546

10．0

　　5．6938

　　4．3

　　2．0

　　2，0

　　1．191

　　1．0

　　0．5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
0
1
2
1
3
1
4

計142…226i

　
ま
ず
収
入
で
あ
る
が
、
寺
領
の
村
々
か
ら
の
年
貢
の
総
計
は
百
入
拾
八

石
余
で
あ
り
、
全
体
の
四
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
し
か
し
な
が
ら

東
福
門
院
御
】
会
下
行
米
に
も
及
ん
で
い
な
い
。
前
号
の
松
平
秀
治
氏
の

論
稿
に
よ
れ
ば
上
羽
村
二
百
九
拾
二
石
二
斗
、
勝
竜
寺
村
百
七
石
八
斗
、

計
四
百
石
が
こ
の
年
（
延
宝
六
年
）
に
寄
進
さ
れ
て
お
り
、
寺
領
は
す
べ

て
千
一
石
余
と
な
っ
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
少
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
次
の
二
つ
の
史
料
に
よ
り
、
百
八
拾
八
石
余
は
そ
れ
ほ
ど

不
合
理
な
数
字
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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1
、
　
「
泉
涌
寺
惣
山
知
行
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
千
壱
石
余
の
う
ち
、
泉

　
　
涌
寺
方
丈
領
は
右
の
四
百
石
を
加
え
て
、
四
百
入
拾
石
余
で
あ
り
、

　
　
他
は
雲
竜
院
以
下
の
諸
塔
頭
領
で
あ
る
こ
と
。

　
2
、
明
治
四
年
「
泉
涌
寺
丼
塔
頭
譜
代
家
来
給
録
取
調
帳
」
に
よ
れ
ば

　
　
山
田
信
夫
以
下
の
泉
涌
寺
譜
代
家
来
が
、
三
拾
二
石
余
を
知
行
し
て

　
　
い
る
こ
と
。

　
一
方
支
出
面
を
み
る
と
、
全
部
で
二
十
五
項
目
の
明
細
が
判
明
す
る
が

二
石
未
満
の
十
五
項
目
は
省
略
し
、
上
位
十
項
目
の
み
次
に
示
そ
う
。

　
臨
時
の
東
福
門
院
関
係
の
項
目
を
除
け
ば
、
払
米
、
飯
米
、
輪
番
料
な

ど
が
上
位
を
占
め
る
が
貞
意
味
不
明
の
支
出
が
少
な
く
な
い
。

　
な
お
、
念
の
為
述
べ
る
と
惣
収
入
か
ら
惣
支
出
を
引
い
た
残
り
の
九
拾

四
石
余
は
、
奉
行
の
法
安
寺
千
江
か
ら
翌
年
度
の
奉
行
、
新
善
光
寺
の
祖

周
に
引
き
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

　
（
註
、
葬
礼
の
収
支
の
う
ち
、
導
師
そ
の
他
の
出
仕
僧
へ
の
御
布
施
等

は
省
略
し
た
。
泉
涌
寺
に
は
蹉
大
な
量
の
「
布
施
割
帳
」
が
あ
り
、
導
師

か
ら
門
前
百
姓
に
い
た
る
ま
で
の
配
分
明
細
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の

検
討
は
後
日
を
期
し
た
い
。
）

二
、
山
田
家
と
そ
の
所
領

第ff表（2）（同）

支出の部
訳内石ノ「冴順

東福門院御一会忌台所肝煎
境内百姓遣

払　米

飯米入用

知行銀納御日牌料銀

輪番料

一山下行渡

普文渡

門前百姓渡

不　明

焼香料

門前百姓渡今熊百姓渡他

96．0

87．0

50．　75

43．995

22．5499

8．6

5．　0

2．465

2．15

2．0

12．　74

1
　
　
2
　
　
3
　
　
4
　
　
5
　
6
　
　
7

　8

　9
　10

その他

計1　・・…87

　
明
治
四
年
二
月
の
「
泉
涌
寺
譜
代
家
来
覚
」
な
る
冊
子
に
山
田
信
夫
、

藤
井
金
三
郎
、
山
田
桂
曹
（
信
夫
弟
）
、
安
田
実
生
、
山
本
友
益
の
五
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ほ
か
各
塔
頭
の
譜
代
家
来
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
「
譜
代
家
来
」

と
あ
る
よ
う
に
、
泉
涌
寺
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
家
で
あ
る
こ
と
が

ま
ず
う
か
が
わ
れ
る
。

　
泉
涌
寺
は
中
世
以
来
、
特
殊
な
寺
と
し
て
皇
室
の
保
護
を
う
け
つ
つ
、

特
に
江
戸
初
期
、
天
正
十
三
年
に
は
秀
吉
よ
り
所
領
の
寄
進
を
受
け
て
い

る
（
同
年
十
一
月
廿
】
日
判
物
）
。
泉
涌
寺
郷
と
横
大
路
村
（
山
城
国
紀
伊

郡
）
の
計
四
九
四
石
の
寄
進
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
元
和
元
年
七
月
廿
七
日

「
知
行
之
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
横
大
路
、
丹
波
国
森
村
の
計
六
〇
一
石
「
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斗
五
升
の
寺
領
安
堵
と
泉
涌
寺
門
前
、
境
内
の
諸
役
免
除
を
家
康
か
ら
認

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
寺
領
の
う
ち
か
ら
、
前

記
の
家
々
は
寺
内
に
特
殊
な
位
置
を
し
め
つ
つ
、
一
定
の
所
領
を
得
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
明
治
四
年
の
「
譜
代
家
来
覚
」
に
藤
井
氏
に
つ
い
て
、
応
永
年
間
に
家

来
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
、
当
代
ま
で
十
六
代
と
あ
り
、
山
田
氏
に
つ
い

て
も
中
興
順
盛
よ
り
十
三
代
目
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
寛
永
十
一

年
五
月
の
山
田
若
狭
所
領
帳
の
存
在
、
元
禄
四
年
十
二
月
十
五
目
「
泉
涌

寺
境
内
帯
刀
者
覚
」
に
四
氏
が
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
寛
永
か
ら
元
禄

の
頃
ま
で
に
泉
山
と
密
接
に
結
ば
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
す
で

に
「
帯
刀
者
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
存
在
で
、
恐
ら
く
は
「
寺
侍
」

と
し
て
寺
中
で
特
殊
な
身
分
を
形
作
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
寺
侍
」
と
し
て
ど
の
よ
う
な
任
務
に
携
わ
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら

か
で
は
な
い
。
た
だ
一
つ
、
安
永
三
年
三
月
五
日
の
「
開
山
国
師
五
五
〇

回
遠
忌
二
付
法
眼
法
橋
御
改
覚
書
留
」
に
開
山
忌
参
加
の
こ
と
で
記
さ
れ

て
い
る
も
の
が
あ
る
。
山
田
式
部
と
い
う
人
物
が
こ
の
法
会
に
威
儀
師
と

し
て
参
加
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
結
局
、
法
眼
に
仮
り

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
落
着
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
山
田
氏
は
か
な
り
の
所
領
を
有
し
て
い
た
が
、
次
に
簡

単
に
述
べ
て
み
た
い
。

　
第
皿
表
は
所
領
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
寛
永
十
一
年
の
も
の

は
山
田
若
狭
所
持
分
で
あ
り
、
総
石
高
は
十
石
八
斗
五
升
五
合
七
勺
で
あ

る
。
以
下
天
保
段
階
ま
で
そ
の
所
領
高
は
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
第
N
表
は
皿
表
の
う
ち
か
ら
手
作
分
と
下
作
分
田
畠
を
抜
き
出
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
手
作
地
が
減
少
し
、
下
作
分
が
増
加
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
下
作
地
は
門
前
の
百
姓
た
ち
が
請
け
負

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
中
に
は
寺
内
塔
頭
に
下
作
さ
せ
て
い
た
耕
地
が
、

後
に
そ
の
寺
の
持
地
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
あ
る
（
貞
享
四
年
段
階

で
、
字
東
林
寺
上
田
一
反
】
畝
は
来
迎
院
下
作
、
字
池
田
上
田
十
六
畝
二

十
四
歩
は
新
善
光
寺
下
作
で
あ
っ
た
が
、
元
禄
十
五
年
に
は
各
々
そ
の
持

地
と
な
っ
て
い
る
）
。

　
山
田
氏
に
つ
い
て
推
測
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
前
述
「
帯
刀
者
覚
」

な
ど
考
慮
し
て
、
中
世
末
期
以
来
の
地
侍
的
系
譜
を
ひ
き
つ
つ
、
江
戸
初

期
に
は
泉
涌
寺
と
結
び
付
き
、
門
前
付
近
の
百
姓
を
動
員
し
て
所
謂
手
作

地
経
営
を
行
な
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
経
営
形
態
が
下
作
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
後
に
は
定
納
と
な
っ
て
く
る
に
従
い
、
逆
に
泉
涌
寺
寺
侍
と
し
て
の
性

格
を
強
め
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
述
の
安
永
三
年
に
法
眼
の
号
が
問

題
と
な
っ
た
の
も
、
二
年
後
の
開
山
忌
を
目
前
に
し
て
い
る
と
は
い
え
、

山
田
氏
の
か
か
る
性
格
が
大
い
に
影
響
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

文
政
九
年
の
六
〇
〇
回
御
遠
忌
に
際
し
て
山
田
中
務
な
る
人
物
は
威
儀

師
、
従
儀
師
に
関
す
る
注
意
を
書
き
残
し
て
い
る
。
こ
の
点
も
ま
た
山
田

氏
が
寺
侍
と
し
て
寺
務
に
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

　
山
田
氏
の
所
領
は
文
政
頃
加
増
さ
れ
、
二
十
石
余
に
上
昇
す
る
。
こ
れ
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は
横
大
路
村
か
ら
の
収
入
が
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

に
も
寺
侍
の
筆
頭
と
し
て
の
地
位
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
天
保
二

年
十
月
法
橋
分
畝
高
帳
）
。
因
み
に
他
の
寺
侍
家
は
ほ
と
ん
ど
没
落
し
て
い

ま
存
在
し
て
い
な
い
家
が
多
い
。
と
は
い
え
、
明
治
四
年
の
段
階
ま
で
泉

涌
寺
に
あ
っ
て
特
殊
な
身
分
に
あ
っ
た
こ
と
は
冒
頭
に
あ
げ
た
「
泉
涌
寺

譜
代
家
来
覚
」
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
山
田
氏
と
そ
の
所
領
の
】
端
を
素
描
し
て
み
た
。
誤
り
も
多
い

こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
後
日
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
。
山
田
家
文
書

の
中
に
は
「
法
橋
領
地
面
図
」
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
参
老
に
す
れ
ば
所
領

分
布
も
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
他
の
寺
侍
家
に

つ
い
て
も
調
査
が
進
む
に
従
い
何
ら
か
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
も
の
と

思
う
。

〈
付
記
〉

　
本
稿
脱
稿
後
、
山
中
清
孝
氏
が
「
史
游
」
二
号
に
「
泉
涌
寺
領
に
お
け

る
天
正
、
寛
永
の
検
地
帳
分
析
」
な
る
論
稿
を
発
表
さ
れ
た
。
併
せ
て
参

照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

皿表　山田氏門前・新熊野所領

響面編田別＼ 寛永11 貞享4 元隷15 文政11 天保6
（面積）防高） （面積）1（石高） （面積）（石高）（面積）1（稿） （面琳硝）

上　　　　田

?@　　　田

ｺ　　　　田

縺@　　　畠

?@　　　鼠

ｺ　　　　畠

@　畑
ｮ　　　　敷

ｻ　の　他

　畝
R4．12

S．09

R．27

V．06

W．10

P1．06

@一
T．25

O．24，

石
5
．
2
0
0
，
5
7
8
0
．
4
1
，
2
4
3
1
，
0
2
5
1
，
2
3
3
　
一
〇
，
6
5
2
0
．
5
2
4
7

35．15

R．16

Q．20

T．23

X．06

P1．24

@－
T．25

@一

5，123

O，881

O．4

O，793

P．8

P．1687

O，287

O，952

43．26

V．26

Q．20

T．23

U．00

S．02

@－
Q，255

戟
@
　
　
！

。7941肱12

P．4644．09

O．4　　3．27

O．7935．23

O．8558．10

O．50311．06

|－O．6525．25

|一

5．13

O，578

O，523

O，693

P，025

P，233

|
0
，
6
5
2
一

34．08

W．15

T．12

W．23

@－
P1．06

@－
U．15

O．24

5．14

P，116

O，748

P，288

p
1
，
2
3
3
1
，
2
2
5
2
，
0
3
7
0
，
0
8
9

10．461［68．22 9．834i75．13 112．87675．29 10．855．7 74．09 11．403 73．025計

※その他の欄には田畠の品位が記していないものを入れた。

※天保6年分は総石高のうち，横大路村分8石6斗2升6合を加算していない。
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　　　　　　　　　　N表 山田氏手作分，下作分

寛永11 貞享4 元緑15 文政11 天保6
（面積）1（縞） （面副（硝） （面積）1（稿） （面副（砺） （面積）（石高）

手
　
　
作
　
　
分

上　　　田

?@　　田

ｺ　　　田

縺@　　畠

?@　　畠

ｺ　　　畠

34．12

O．27

P．07

P．17

Q．22

P0．20

5．16

O，103

O，123

O，205

O，355

P，174

17．14

Q．24

Q．20

T．23

T．25

O．24

2．58

O，385

O．4

ｿ793
O，805

ｿ089

16．12

S．14

@－
P．17

O．3

R．16

1．62

O，989

@一
Z，205

O，450

O，444

34．12

O．27

P．07

P．17

Q．22

@一

5．13

O，103

O，123

O，105

O，355

@一

2．22

≠P4

R．27

P．17

F

0，410

O，436

O，523

O，250

@：

…151…7・1・・…t…s2126・　29　1・…sl・・…1．・・8・61・1…1・…9
計小

上　　　田 一 一16．24 2．52 27．14 3，699
一 一16．14 1．91

下
中　　　田 3．12 0．4753．12 0，415 3．12 0，475 3．12 0．4751．09 0，205

下　　　田 2．20 0．4　　　一 ｝
2．20 0．4 2．20 0．4　　1．15 0，225

作
上　　　畠 4．06 0．588　　一 一

4．06 0，588 4．06 0．5887．06 1，038

中　　　畠 一
一　　3．11 0，995 3．0 0，405

一 一一 一
分

下　　　畠 0．16 0．059　　一 一
0．16 0，059 0．16 0．0590．16 0，059

小　　　計
卜・・劉 ・・5221・3・・71

3．93
131・・8i

5，626 …241 ・・5221・7…
3，437

※この表は下作分と手作分の大まかな推移をとらえるため，田畠の品位が明確に出ている所のみ記した。

伽

山
田
家
旧
蔵
泉
涌
寺
文
書
目
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
付
、
山
田
家
文
書
目
録
）

　
　
　
凡
　
　
例

一、

{
目
録
に
収
め
た
史
料
は
、
も
と
泉
涌
寺
寺
役
人
山
田
家
の
御
当

主
山
田
幸
男
氏
が
泉
涌
寺
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
山
田

家
の
み
に
関
す
る
史
料
は
、
別
に
山
田
家
文
書
目
録
を
作
成
し
た
。

一、

{
目
録
は
、
文
書
の
形
態
に
よ
り
、
冊
子
と
状
に
分
類
し
、
各
々

編
年
順
と
し
た
。
但
し
作
成
年
月
不
明
の
も
の
の
う
ち
編
者
の
判
断

に
よ
り
推
定
し
た
も
の
は
括
弧
で
く
く
り
、
年
次
相
当
の
箇
所
へ
挿

入
し
た
。

一、

ﾚ
録
の
記
載
欄
は
、
0
整
理
番
号
、
口
作
成
年
月
、
㊧
表
題
、
備

考
の
順
序
で
あ
る
。
数
量
は
特
に
示
さ
な
い
限
り
一
点
で
あ
る
。

一、

ｴ
題
以
外
に
、
揚
合
に
応
じ
て
編
者
が
つ
け
た
表
題
は
括
弧
で
く

く
っ
て
お
い
た
。
又
、
編
者
註
も
同
様
、
括
弧
で
く
く
っ
て
お
い
た
。

一、

{
目
録
は
、
大
三
輪
竜
彦
、
伊
藤
一
美
、
小
松
大
秀
、
山
中
清
孝

　
の
共
同
作
成
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
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9

O
冊
子
の
部

1
天
正
1
3
・
1
2

2
天
正
1
7
・
1
1

3
文
禄
4
・
1
2

4
寛
永
1
3

5
寛
永
1
3

6
（
寛
永
1
3
）

7
寛
文
6
・
1
2

8
（
延
宝
6
カ
）

9
（
延
宝
力
）
・
1
1

10

V
和
2
・
7

11

ｳ
徳
6
・
5
・
6

12

摯
ﾛ
1
0
・
9

13

摯
ﾛ
1
1
・
2

14

i
寛
保
元
）

1817
明宝
和暦
2　10

2　2

　　3

1615
（　 （　　宝
〃
　　暦
力　7

）　 ）

泉
涌
寺
塔
頭
井
寺
衆
指
出
帳

下
山
城
愛
多
喜
郡
泉
涌
寺
御
検
地
帳

泉
涌
寺
門
徒
衆
検
地
目
録

泉
涌
寺
新
熊
野
村
指
出
　
　
楽
音
院

泉
涌
寺
領
纐
熊
勤
田
畑
上
中
下
　
　
楽
音
院

（
検
地
帳
　
写
）

勅
書
将
軍
家
書
等
写

泉
涌
寺
山
城
国
乙
訓
郡
上
羽
村
田
畑
名
寄
帳

寺
領
年
々
免
定
留
帳
　
泉
涌
寺
納
所

宗
門
改
帳
　
　
御
奉
行
所
宛

有
章
院
尊
儀
麗
御
覚
書

（
開
山
国
師
五
百
年
忌
諸
末
寺
江
遣
状
案
）

国
師
新
加
徽
号
御
震
筆
降
下
記

田
畑
山
林
拍
高
之
覚
（
写
）
　
駿
州
志
太
郡
大
草

村
慶
寿
寺

（
雲
竜
院
諸
帳
面
写
）

（
雲
竜
院
由
緒
）

太
閤
様
御
朱
印
写
（
四
通
分
）

駿
州
慶
寿
寺
檀
中
願
一
許
之
記
　
　
藤
井
丹
後

19

ﾀ
永
8

20

V
明
7

21

V
明
7 ・

4
・
9
・
2
2

23

文
化
2

2

28

22

A明
和
～
寛
政
）

24

ｶ
化
2
・
9
・
2
4

25

ｶ
化
6
・
1
0

26

ｶ
政
2
・
3

27

ｶ
政
4
・
臓
月

28

ｶ
政
4
・
強
月

29

ｶ
政
5
・
正

30

ｶ
政
7
・
9
・
1
2

31

ｶ
政
9
・
3
・
8

32

i
天
保
5
）

33

V
保
8
・
正

35

天
保
8

34

天
保
8

10　8

　　　21

後
桃
園
院
尊
儀
次
第

御
朱
印
御
改
日
記
写
　
　
泉
山
役
所

就
御
代
替
御
礼
井
御
朱
印
御
改
御
参
府
日
次
私

記目
録
覚

泉
涌
寺
御
門
前
畝
高
帳
　
　
来
迎
院
　
弘
化
元

・
1
2
写

四
条
院
尊
像
外
御
遷
座
之
儀

収
納
米
留
帳

出
火
諸
書
付
之
覚

年
貢
請
取
帳

年
貢
請
取
帳

青
綺
門
院
様
三
十
三
回
御
忌
御
法
事
諸
雑
費
勘

定
帳

仙
洞
御
所
修
学
院
御
幸
御
触
状
書
付
　
　
山
田

氏
覚
書

威
儀
師
・
従
儀
師
要
心
　
　
山
田
中
務
拍

御
布
施
割
仕
様
聞
書
（
丹
州
森
村
免
割
）

年
内
惣
礼
、
開
山
忌
、
劔
宮
神
事
、
滝
尾
宮
神

事
、
舎
利
会
等
勘
定
帳

御
代
替
御
礼
果
海
長
老
御
参
府
私
記

下
向
道
中
諸
入
用
勘
定
帳
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36

V
保
9
・
正

37

V
保
9
・
4
・
5

38

V
保
1
1
・
正

39

V
保
1
1
・
正

40

V
保
1
1
・
1
0

41

V
保
1
2
・
1
0

42

ﾃ
永
元
・
4

43

ﾃ
永
7
・
8

44

ﾀ
政
2

45

ﾀ
政
6
・
1
1

46

ｶ
久
元

47

ｶ
久
2
・
5
・
2
0

狢
文
久
2
・
1
1
・
2
2

49

ｶ
久
3
・
正
ヨ
リ

50

ｶ
久
3
・
1
2

51

ｶ
久
4
・
正

52

ｳ
治
元
・
7

53

ｳ
治
元
・
1
0

54

c
応
元
・
1
0

御
触
書
留
帳
　
　
泉
涌
寺
役
所

御
朱
印
御
改
　
明
鋳
大
和
尚
御
参
府
私
記

年
内
惣
礼
、
開
山
忌
等
勘
定
帳

御
触
書
留
帳
　
　
泉
涌
寺
役
所

四
条
院
尊
儀
六
百
回
雑
費
帳

光
格
天
皇
様
御
一
会
井
誰
号
諸
払
覚
帳

田
民
部
如

新
朔
平
門
院
様
境
内
下
行
米
渡
帳

御
朱
印
御
改
二
付
留
書

寺
割
帳
　
　
村
方
控

御
再
建
御
用
留
記
　
　
泉
涌
寺
役
所

米
請
払
勘
定
帳
　
　
泉
山
米
方

（
詔
勅
写
）
　
　
山
田
民
部
写

（
御
米
御
備
二
付
、

印
帳
）

山

泉
涌
寺
領
村
々
村
役
人
連

御
触
書
之
留
　
　
山
田
民
部
拍

年
中
米
請
払
勘
定
帳
　
民
部
拍

米
請
払
勘
定
帳
　
泉
山
蔵
方

京
都
大
焼
書
留
　
　
山
田

御
寄
附
地
一
件
諸
書
物
類
写

郡
深
野
新
田

年
中
行
事
井
諸
事
書
留

河
内
国
讃
良

民
部
拍

55

c
応
2
・
1
0

56

c
応
2
・
1
1

57

c
応
2
・
1
2

58

i
慶
応
3
ヵ
）
卯
正

59

c
応
3
・
7

60

c
応
3
・
9
ヨ
リ

61

c
応
3
・
1
2

62

c
応
4
・
2
ヨ
リ

63

c
応
4
・
3
ヨ
リ

64

ｾ
治
元
・
7

65

i
明
治
初
年
）

66

i
明
治
3
）
　
・
5

67

ｾ
治
4
・
2
・
2
7

68

i
明
治
4
）

69

ｾ
治
4

70

ｾ
治
5
・
正

71

ｾ
治
5
・
4

72

i
弘
化
～
慶
応
）

田
畑
内
見
奥
寄
帳
　
河
州
讃
良
郡
深
野
新
田

年
中
米
請
払
勘
定
帳
　
　
民
部
拍

御
年
貢
皆
済
目
録
　
　
今
熊
野
村

御
中
陰
御
法
事
御
入
用
品
々
井
御
賄
方
諸
色
御

道
具
帳

（
御
葬
送
御
中
陰
御
下
行
内
渡
請
取
二
付
門
前
、

今
熊
野
村
百
姓
連
印
帳
）

御
触
書
之
留
　
　
民
部
拍

（
横
大
路
村
方
丈
様
分
書
上
）

御
触
書
之
留
　
　
山
田
民
部
拍

御
触
書
之
留
　
　
民
部

御
布
告
留
　
　
泉
山
役
所

（
御
触
書
留
）

就
御
尋
口
上
書
（
山
田
桂
曹
、
藤
井
金
三
郎
、

山
田
信
夫
）

泉
涌
寺
家
来
覚
　
　
泉
涌
寺
役
者
来
迎
院

（
泉
涌
寺
家
来
覚
）

泉
涌
寺
井
塔
頭
譜
代
家
来
給
録
取
調
帳

都
御
政
府
宛

日
記
　
　
泉
山
役
寮

御
触
書
　
　
信
夫
拍

御
寄
附
御
品
記
録
（
後
奈
良
～
仁
孝
）

京
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8079
（　　（
ノノ　〃

）　　）

78　77　76　75　74　73
　　　A　　A　　A　　A　　A

〃〃〃〃〃年
）））））　　　　　　　　　　　　　　　）

O
状
　
の

81

ｳ
長
2
・
3

82

i
年
欠
）

83

ｰ
正
6
・
1
1

84

V
文
6
・
1
1

85

V
正
1
3
・
1
1

86

V
正
1
4
・
8

87

V
正
1
5
・
3

88

c
長
1
9
・
1
0 3　10 211125

他

御
位
牌
殿
箔
押
箇
所
帳

（
借
り
入
れ
覚
）

（
山
城
之
内
禁
裏
御
賄
御
領
二
付
覚
）

御
当
夜
式
手
拍

（
御
葬
送
御
当
日
御
導
師
参
内
御
同
車
之
儀
）

大
行
天
皇
御
尊
儀
御
葬
礼
御
当
夜
役
者
手
鑑

民
部
拍

御
葬
送
御
当
日
御
導
師
参
内
御
同
車
之
式

（
祠
堂
金
二
付
、
奉
歎
願
口
上
覚
、
　
　
泉
涌

寺
役
者
）

部称
光
院
々
宣
（
写
）

泉
涌
寺
領
所
分
惣
別
注
文
（
写
）

泉
某
売
券
案

今
川
義
元
所
領
安
堵
状
（
写
）
。
慶
寿
寺
宛

豊
臣
秀
吉
朱
印
状
（
写
・
三
通
）

女
房
奉
書

僧
泉
築
寄
進
状
（
即
之
額
字
・
伝
律
祖
商
図
寄

進
）禁

制
（
写
・
新
熊
野
村
）
板
倉
伊
賀
守
（
勝
重
）

89

i
年
欠
）
9
・
4
　
　
徳
川
秀
忠
御
内
書
・
秋
月
長
門
守
宛

90

i
慶
安
～
延
宝
）
　
　
院
参
日
次
記
抄

91

V
和
2
・
7
・
2
0
　
　
宗
門
人
数
之
事

92

V
和
2
　
7
　
2
9
　
　
宗
旨
御
改
男
女
人
数
之
覚

93

V
和
2
　
7
　
　
　
　
泉
涌
寺
末
寺
宗
門
改
之
覚

94

V
和
2
　
7
　
　
　
　
泉
涌
寺
方
丈
井
塔
頭
宗
門
改
之
帳

95
蜍
揩
Q
　
6
・
1
1
　
　
　
（
徳
川
綱
吉
御
朱
印
写
）

96

i
貞
享
4
）
・
卯
4
月
　
　
（
寺
社
之
外
二
御
朱
印
頂
戴
者
調
二
付
、
覚
）

97

ｳ
禄
4
・
1
2
・
1
5
　
　
　
（
泉
涌
寺
境
内
帯
刀
者
ノ
覚
）

98

i
元
禄
5
）
申
1
2
月
　
　
（
御
朱
印
御
改
ノ
ロ
上
覚
）

99

摯
ﾛ
1
0
・
8
・
1
2
　
　
中
御
門
天
皇
編
旨
写

m
享
保
1
6
・
1
0
　
　
　
　
慶
寿
寺
通
泰
書
状
　
　
泉
涌
寺
維
那
律
師
宛

期
（
享
保
年
間
）
・
申
1
0
月
　
（
泉
涌
寺
住
職
之
内
自
院
称
号
例
証
之
覚
）

鵬
延
享
4
　
　
　
　
　
　
宗
旨
証
状
之
事
（
丹
州
船
井
郡
康
安
寺
ヨ
リ
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
信
濃
守
寺
社
奉
行
宛
）

鵬
延
享
4
　
　
　
　
　
　
宗
旨
証
状
之
覚
（
丹
州
船
井
郡
、
小
出
信
濃
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
社
奉
行
宛
）

脳
元
文
4
・
7
・
1
5
　
　
大
岡
越
前
守
殿
江
差
出
留
メ

鵬
（
寛
永
～
明
和
）
　
　
　
（
女
院
過
去
帳
）

鵬
天
保
5
．
7
．
2
8
　
　
　
（
養
子
清
太
郎
二
付
一
札
）
（
山
田
民
部
記
）

贈
天
保
9
．
5
・
2
6
　
　
口
上
（
御
朱
印
改
二
付
）
　
　
駿
河
慶
寿
寺

鵬
天
保
1
0
・
1
0
・
2
　
　
滝
尾
宮
棟
札
（
写
）
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京都泉涌寺古文書採訪記

囎
天
保
1
3
・
1
1

恥
嘉
永
2
・
1
2

m
文
久
2
・
7

囎
文
久
2
・
1
1

囎
（
年
欠
）

掴
（
〃
）

幡
（
〃
）

幡
（
〃
）

撫
（
〃
）

肥
（
天
保
9
カ
）

寅
10

15

寅寅
8　8

2826

㎜
（
　
1
1
　
）

㎜
（
　
〃
　
）

免
定
之
事
（
丹
州
船
井
郡
塩
田
森
村
）

酉
年
免
定
之
事
（
丹
州
船
井
郡
塩
田
森
村
）

新
待
賢
門
院
尊
儀
七
回
忌
御
法
事

戌
年
免
定
之
事
（
城
州
乙
訓
郡
上
羽
村
）

（
附
法
状
・
寺
宝
、
御
震
翰
等
之
目
録
）

（
駿
州
富
士
郡
蓼
原
村
源
立
寺
御
朱
印
覚
）

泉
涌
寺
役
者
参
府
ノ
先
触

泉
涌
寺
役
者
参
府
ノ
先
触

泉
涌
寺
役
者
参
府
ノ
先
触
（
写
）

・
戌
壬
4
月

　
　
　
（
御
老
中
上
京
二
付
、
口
上
覚
）
　
（
照
善
院
奉

　
　
行
所
）

・
戌
壬
4
月

　
　
　
（
御
老
中
方
参
詣
献
納
二
付
、
ロ
上
）

・
戌
壬
4
月

　
　
御
老
中
方
御
参
詣
之
式
覚

126　　125　　124　　123　　122　　121

AA AA A　A〃〃〃〃〃年
）））））21

　　　　　5子
　　　　　・　9
　　　　　26月

（
藤
森
神
事
二
付
、
口
上
）

（
御
朱
印
改
二
付
、
口
上
）
　
（
慶
寿
寺
）

来
迎
院
借
財
方
返
済
井
壱
ケ
年
賄
方
見
積
り

諸
道
具
拍

漢
詩
　
　
義
通
法
橋

（
金
銀
奉
納
ノ
覚
）

130

（
〃

）

正

20

129

（
〃

）

12

3

128

（
〃

）

正

18

127

（
〃

）

正

133　132　131

（（（
〃〃〃
）））

正
・
6

・
4
　
・
3

146

（
〃

）

3

3

145

（
〃

）

2

3

144

（
〃

）

2

21

143

（
〃

）

2

23

142

（
〃

）

正

10

141

（
〃

）

12

13

140

（
〃

）

2

7

139

（
〃

）

9

25

138

（
〃

）

12

26

137

（
〃

）

12

24

136

（
〃

）

12

21

135

（
〃

）

閨
12

25

134

（
〃

）

2

19

献
上
物
覚

護
持
院
前
大
僧
正
隆
光
書
状

護
持
院
前
大
僧
正
隆
光
書
状

唐
金
屋
助
九
郎
利
倫
書
状

善
光
寺
宛

本
多
団
之
助
可
敬
書
状

某
書
状
　
　
こ
う
ん
宛

平
井
兵
部
卿
、
北
村
伊
賀
守
、

飯
田
能
登
守
連
署
礼
状

奥
平
藤
五
郎
書
状

奥
平
藤
五
郎
書
状

奥
平
藤
左
衛
門
書
状

奥
平
藤
左
衛
門
書
状

唐
金
屋
武
兵
衛
書
状

唐
金
屋
助
九
郎
利
倫
書
状

油
木
源
之
進
書
状

油
木
半
太
夫
書
状

唐
金
屋
太
良
三
郎
書
状

戸
村
佐
一
郎
書
状

戸
村
半
七
書
状

弓
削
頼
母
＝
局
書
状

弓
削
頼
母
一
高
書
状

　
孤
雲
長
老
宛

　
孤
雲
長
老
宛

孤
雲
長
老
・
新

孤
雲
様
宛

　
　
　
大
谷
対
馬
守
、

　
　
泰
嶺
長
老
宛

泰
嶺
長
老
宛

泰
嶺
長
老
宛

　
泰
嶺
長
老
宛

　
泰
嶺
長
老
宛

泰
嶺
長
老
宛

　
　
　
泰
嶺
長
老
宛

泰
嶺
長
老
宛

泰
嶺
長
老
宛

　
　
泰
嶺
長
老
宛

泰
嶺
宛

　
泰
長
老
宛

　
泰
嶺
宛

　
泰
嶺
宛
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即
（
　
）
・
2
・
2
8
　
弓
削
頼
母
一
高
書
状
　
　
泰
嶺
宛

蜘
（
　
）
・
3
　
2
8
　
弓
削
左
膳
書
状
　
　
泰
嶺
宛

蜘
（
〃
）
・
2
　
1
7
　
横
山
孫
之
進
書
状
　
　
泰
嶺
長
老
宛

励
（
　
）
・
7
　
2
3
　
長
沼
吉
兵
衛
書
状
　
　
新
善
光
寺
泰
嶺
長
老
宛

田
（
　
　
）
　
　
　
　
　
某
書
状
　
　
た
い
れ
い
長
老
宛

慨
（
〃
）
・
仲
春
・
2
9
　
某
書
状
　
　
泰
嶺
長
老
宛

塒
（
〃
）
　
1
0
　
1
6
　
泰
嶺
和
尚
書
状
　
　
満
山
諸
位
閣
下
宛

悩
（
〃
）
・
6
・
4
　
泰
嶺
書
状
　
　
千
岩
和
尚
宛

莇
（
　
）
・
閏
3
・
2
9
　
泰
嶺
書
状
　
　
満
山
各
位
閣
下
宛

㈱
（
　
）
　
1
2
　
1
5
　
鬼
平
佐
渡
守
書
状
　
　
新
善
光
寺
宛

餅
（
〃
）
・
3
・
1
8
　
遍
照
院
僧
某
西
院
流
伝
授
願
状
　
　
自
性
院
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
正
宛

鵬
（
〃
）
・
1
0
・
2
3
　
西
村
理
右
衛
門
書
状
　
　
新
善
光
寺
、
善
能
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
楽
光
院
宛

畑
（
　
）
・
4
・
1
7
　
赤
井
半
兵
衛
書
状
　
　
新
善
光
寺
御
属
従
宛

蜘
（
　
）
・
9
　
2
4
　
酒
井
若
狭
守
（
1
1
忠
義
）
書
状

姐
（
　
）
・
3
　
2
5
　
安
田
隼
人
、
大
浜
伊
与
介
、
飯
田
備
後
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
善
光
寺
宛

㎜
（
慶
応
元
ヵ
）
・
丑
1
2
月
　
（
諸
寺
上
席
二
列
セ
ラ
ル
ニ
付
、
寺
門
伝
奏
勧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
修
寺
ヘ
ノ
礼
状
之
写
　
二
通
分
）

鵬
（
年
欠
）
・
正
・
3
　
三
宅
右
衛
門
尉
書
状

脳
（
〃
）
・
正
・
2
0
　
某
書
状

184

A明
治
3

）

9

183　　182　　181　　180　　179　　178　　177　　176　　175　174　　173　　172　171　170　　169　168　　167　　166　　165

（　（　 （　 （　 （　 （　 （　 （　 （　 （　 （　 （　（　 （　（　（　 （　 （　 （
ノノ　〃　 ノノ　ノノ　〃　 〃　 〃　 〃　 〃　 〃　 ノ”ノ　〃　 ノノ　〃　 ノノ　〃　 〃　 〃

）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　）　 ）　）　）　 ）　 ）　 ）

　　　　費・12　11　1らlil・4季ヰ‡ヰ4

　　　　2013　　 313　 5　 2520717171343

搦
明
治
1
1

某
書
状

唐
金
屋
武
兵
衛
書
状
　
　
寛
純
宛

某
書
状
　
　
戸
村
半
七
宛

戸
村
半
七
書
状
　
善
長
老

戸
村
半
七
書
状
　
　
寛
純
宛

高
旭
書
状

好
川
七
郎
兵
衛
書
状
　
　
新
善
光
寺
宛

唐
金
屋
助
九
郎
利
倫
書
状
　
　
新
善
光
寺
宛

唐
金
屋
助
九
郎
書
状
　
　
新
善
光
寺
宛

維
那
呆
谷
、
蔵
司
兼
照
書
状

某
書
状
　
　
新
善
光
寺
宛

某
書
状

某
書
状

某
書
状

（
泉
涌
寺
絵
図
〔
部
分
〕
）

赤
井
半
兵
衛
書
状
　
善
明
、

経
康
書
状

（
藤
森
神
事
二
付
　
口
上
）

（
海
会
堂
、
大
方
丈
、

（
御
役
儀
二
付

同
苗
桂
曹
）

（
泉
涌
寺
絵
図
）

法
金
剛
院
宛

　
　
　
　
　
良
源
宛

僧
鎧
大
和
尚
宛

　
　
小
方
丈
宝
物
　
覚
）

奉
歎
願
口
上
書
、
山
田
信
夫
、
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●

京都泉涌寺古文書採訪記（⇒

①
寛
永
1
1

②
寛
永
1
1

③
寛
永
1
1

④
貞
享
4

⑤
元
禄
1
5

⑥
安
永
3

⑦
安
永
3

⑧
寛
政
1
0

⑨
享
和
3

⑩
文
化
2

⑪
文
政
9

⑫
文
政
1
0

⑬
文
政
1
1 山

田
家
文
書
目
録
（
山
田
幸
男
氏
蔵
）

O
冊
子
の
部

．
5
　
　
　
　
門
前
、
新
熊
野
法
橋
分
検
地
帳

，
5
　
　
　
　
法
橋
分
田
地
畝
歩
帳
　
山
田
亀
蔵
（
文
政
6
・

　
　
　
　
　
1
2
写
）

5
　
　
　
　
門
前
分
、
新
熊
野
分
、
法
橋
分
（
文
政
1
0
・
1
0

　
　
　
　
　
写
）

　
　
　
　
　
法
橋
領
畝
高
水
帳
　
　
山
田
家
控

　
　
　
　
　
法
橋
分
門
前
新
熊
野
畝
高
帳
　
　
山
田
氏

3
．
5
　
　
当
寺
開
山
国
師
五
百
五
十
回
忌
二
付
法
眼
・
法

　
　
　
　
　
橋
御
改
覚
書
（
文
政
7
・
9
・
3
写
）

3
・
5
　
　
当
寺
開
山
国
師
五
百
五
十
回
遠
忌
二
付
法
眼
・

　
　
　
　
　
法
橋
御
改
覚
書
留
　
山
田
民
部
記
（
文
政
7
写
）

12
@
　
　
　
法
橋
分
歳
具
留
帳
　
　
山
田
其
蝶

12
@
　
　
　
法
橋
分
歳
具
留
帳
　
　
山
田
其
蝶

5
　
　
　
　
法
橋
領
地
面
図
　
　
山
田
民
部
改

　
　
　
　
　
開
山
国
師
六
百
回
御
遠
忌
二
付
法
眼
・
法
橋
昇

　
　
　
　
　
進
之
留
　
　
山
田
民
部

11

@
　
　
　
法
橋
分
毎
年
納
米
帳
　
　
山
田
民
部

11

@
　
　
　
門
前
新
熊
野
法
橋
分
畝
高
帳
　
　
山
田
家

⑭
文
政
1
2
・
1
1

⑮
天
保
2
・
1
0

⑯
天
保
6

⑰
万
延
元
・
3

⑬
慶
応
3
・
1
2

⑲
（
年
欠
）

⑳
宝
暦
1
2

⑳
寛
政
2

⑳
文
政
7

⑳
文
政
1
3

⑳
天
保
7

⑳
天
保
8

⑳
天
保
8

⑳
天
保
9

⑳
天
保
1
1

法
橋
分
畝
高
帳

法
橋
分
畝
高
帳

法
橋
領
田
畑
改
帳
　
　
山
田
家

法
橋
領
畝
高
帳
　
　
山
田
家

（
法
橋
様
分
皆
済
上
納
御
届
　
横
大
路
村
）

山
田
若
狭
田
畑
畝
歩
帳

O
状
　
の
　
部

12　12　12　12　12　12 11　2　7

8　3　29

⑳
安
政
7
・
正
・
9

⑳
（
慶
応
3
）

取
名
（
舜
峰
宛
）

取
名
（
月
咬
宛
）

取
名
（
大
順
宛
）

（
法
橋
料
様
分
年
貢
勘
定
　
横
大
路
村
）

（
法
橋
料
様
分
年
貢
勘
定
　
横
大
路
村
）

（
惣
院
様
分
年
貢
勘
定
　
横
大
路
村
）

（
法
橋
様
分
年
貢
勘
定
　
横
大
路
村
）

（
法
橋
料
様
分
年
貢
勘
定
　
横
大
路
村
）

（
法
橋
料
様
分
年
貢
勘
定
　
横
大
路
村
）

取
名
（
象
海
宛
）

孝
明
天
皇
御
尊
儀
御
」
会
被
下
物
目
録
（
山
田

民
部
・
山
田
中
務
・
山
田
主
税
）
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山
田
家
旧
蔵
泉
涌
寺
文
書
の
概
要

　
泉
涌
寺
寺
役
人
山
田
家
の
史
料
が
、
今
回
の
我
々
の
史
料
調
査
を
機
に

原
蔵
者
山
田
幸
男
氏
の
御
好
意
に
よ
り
泉
涌
寺
に
寄
贈
さ
れ
た
。
内
容
は

中
世
末
期
か
ら
明
治
初
年
に
い
た
る
ま
で
の
文
書
、
絵
図
類
で
、
冊
子
類

八
十
点
、
状
物
百
五
点
、
計
百
八
十
五
点
で
あ
る
。

　
右
の
他
、
山
田
家
の
み
に
関
す
る
史
料
が
三
十
点
余
あ
る
が
、
山
田
家

文
書
と
し
て
別
に
目
録
を
作
成
し
た
。

　
文
書
の
概
要
を
述
べ
る
前
に
山
田
家
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
お
こ
う
。

明
治
四
年
の
「
泉
涌
寺
井
塔
頭
譜
代
家
来
給
録
取
調
帳
」
に
よ
る
と
、
知

行
二
拾
石
、
二
人
扶
持
、
弐
拾
両
の
寺
侍
で
、
中
世
末
期
か
ら
明
治
初
年

ま
で
泉
涌
寺
の
寺
侍
筆
頭
の
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま

た
元
禄
四
年
の
「
泉
涌
寺
境
内
帯
刀
者
覚
」
に
は
方
丈
家
来
と
し
て
山
田

氏
の
名
が
あ
り
、
寺
に
あ
り
な
が
ら
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
、
か
つ
二
拾
石

余
の
知
行
地
（
一
部
手
作
地
）
を
持
つ
特
殊
な
身
分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
詳
し
く
は
伊
藤
氏
の
論
稿
に
譲
り
た
い
。

　
さ
て
、
ま
ず
中
世
文
書
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
み
よ
う
。
中
世
文
書

は
全
部
で
十
点
あ
る
。
こ
の
う
ち
正
文
と
思
わ
れ
る
も
の
は
史
料
2
、
8
6
、
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ﾌ
三
点
で
、
そ
の
他
は
写
ま
た
は
案
文
で
あ
る
。
天
正
の
太
閤
検
地
帳

に
関
し
て
は
後
述
し
、
僧
泉
桀
の
寄
進
状
に
関
し
て
は
巻
頭
の
写
真
及
び

大
三
輪
氏
の
解
説
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
「
泉
涌
寺
領
所
分
惣

別
之
注
文
」
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。
残
念
乍
ら
年
欠
の
写
で
あ
る
が

そ
の
記
載
様
式
を
次
に
あ
げ
て
み
た
い
。

　
一
所
　
摂
津
国
潮
江
庄
新
免
　
　
一
所
　
尾
張
国
毛
受
郷
七
ケ
村

　
】
所
備
中
国
口
林
　
　
　

一
所
伊
勢
国
四
瀬
本
戸

　
こ
の
文
書
に
は
計
二
十
五
の
所
領
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
内
訳
は
洛
中

が
七
、
山
城
国
九
、
若
狭
・
伊
勢
二
、
摂
津
・
尾
張
・
備
中
・
讃
岐
・
伊

予
各
一
で
あ
る
。
泉
涌
寺
の
所
領
が
各
地
に
散
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

　
次
に
、
文
書
の
筆
写
年
代
は
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
で
あ
る
が
、
応

永
元
年
の
出
雲
国
仁
多
郡
横
田
庄
に
関
す
る
後
小
松
天
皇
の
勅
書
、
同
九

年
の
足
利
義
持
の
所
領
安
堵
状
等
、
応
永
天
文
期
の
史
料
十
数
点
を
記
し

た
「
勅
書
将
軍
家
書
等
写
」
な
る
史
料
が
あ
る
。
文
書
の
保
存
状
況
は
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o

常
に
悪
い
が
、
泉
涌
寺
塔
頭
の
雲
竜
院
文
書
、
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
の
雲
　
1

竜
院
旧
記
等
と
比
較
検
討
す
る
と
面
白
い
と
思
わ
れ
る
。

　
山
田
家
旧
蔵
泉
涌
寺
文
書
、
山
田
家
文
書
で
最
も
充
実
し
て
い
る
も
の

は
土
地
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
天
正
十
三
年
（
【
五
八
五
）
の
指
出
帳
、

同
十
七
年
の
検
地
帳
等
、
京
都
市
内
に
現
存
す
る
太
閤
検
地
帳
と
し
て
は

最
も
古
い
も
の
の
一
つ
で
貴
重
な
史
料
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
寛
永
の
検

地
帳
三
冊
、
天
和
の
宗
門
改
も
五
点
現
存
し
て
お
り
、
泉
涌
寺
の
み
な
ら

ず
、
京
都
府
、
そ
し
て
歴
史
学
界
に
も
多
大
な
貢
献
を
な
し
う
る
で
あ
ろ

う
。
時
間
と
ス
ペ
ー
ス
、
能
力
の
関
係
に
よ
り
そ
の
総
合
的
分
析
は
後
日

に
期
す
こ
と
と
し
て
、
以
下
簡
単
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

　
天
正
十
三
年
十
二
月
の
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
指
出
検
地
で
あ
る
。
泉
涌

響



京都泉涌寺古文書採訪記（⇒

寺
常
住
分
六
拾
石
壱
斗
三
升
、
雲
竜
院
以
下
十
六
の
塔
頭
の
四
百
三
十
四

石
五
斗
三
升
八
合
、
計
四
百
九
拾
四
石
六
斗
六
升
八
合
を
記
し
た
も
の
で

あ
る
。
境
内
、
新
熊
野
の
み
な
ら
ず
、
安
井
、
北
野
、
中
堂
寺
等
、
洛
中

に
散
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
天
正
十
三
年
十
一
月
廿
一

日
付
の
秀
吉
判
物
に
よ
れ
ば
こ
の
指
出
は
そ
の
ま
ま
安
堵
さ
れ
た
の
で
な

く
“
旧
領
地
の
書
上
”
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
天
正
十
七
年
十
一
月
の
検
地
帳
の
記
載
様
式
は
次
の
如
く
で
あ

る
。上

田
上
田

上
田

同
し
や
う
じ
て
ん

　
六
畝

同　
四
畝
廿
入
歩

同　
弐
畝
拾
歩

九
斗

若
狭

七
斗
四
升
　
　
来
福

参
斗
五
升
　
　
四
郎
左
衛
門

　
そ
の
合
計
は
八
拾
七
石
五
斗
四
升
八
合
で
、
総
筆
数
は
、
一
九
二
筆
で

あ
る
。
石
盛
は
上
田
十
五
、
中
田
十
三
、
下
田
十
一
、
上
畑
十
三
、
中
畑

十
一
、
下
畑
十
で
、
一
畝
1
1
三
十
歩
、
半
“
五
畝
で
あ
っ
た
。
右
に
示
し

た
検
地
名
請
人
の
う
ち
若
狭
は
山
田
氏
の
祖
先
で
あ
る
。
　
（
文
禄
四
年
の

泉
涌
寺
門
徒
衆
検
地
目
録
の
表
紙
に
法
橋
若
狭
所
持
と
あ
り
、
寛
永
十
一

年
の
門
前
、
新
熊
野
法
橋
分
検
地
帳
に
も
山
田
若
狭
と
あ
る
。
）
名
請
人
に

は
他
に
雲
竜
院
、
肥
後
、
小
兵
衛
、
柳
原
新
二
郎
、
い
ま
く
ま
の
次
郎
左
衛

門
、
孫
四
郎
、
来
光
院
、
い
ま
く
ま
の
直
右
衛
門
等
が
い
る
。
右
の
う
ち
肥

後
は
寺
侍
、
雲
竜
院
・
来
光
院
は
塔
頭
で
あ
る
。
柳
原
、
新
熊
野
と
あ
る

の
は
入
作
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
尚
、
永
荒
・
当
荒
も
高
請
け
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
無
主
と
あ
る
も
の
が
五
筆
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

　
寛
永
の
検
地
帳
、
天
和
の
宗
門
帳
の
分
析
は
後
日
を
期
す
こ
と
に
し
て

そ
の
他
の
重
要
な
史
料
の
紹
介
を
し
た
い
。
史
料
8
、
9
は
延
宝
六
年
に

家
綱
か
ら
寄
進
さ
れ
た
乙
訓
郡
上
羽
村
、
勝
竜
寺
村
の
名
寄
帳
及
び
免
状

留
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
史
料
7
と
と
も
に
文
書
の
痛
み
が
激
し
い
の

で
早
急
に
裏
打
そ
の
他
の
処
置
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
他
土
地
関
係
、
寺

領
関
係
の
文
書
は
史
料
2
3
、
2
7
、
2
8
、
4
6
、
5
0
、
5
1
、
贈
、
蜘
、
㎎
等
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
泉
涌
寺
領
の
構
造
が
、
か

な
り
の
程
度
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
右
の
他
、
寺
領
関
係
で

注
目
す
べ
き
史
料
が
あ
る
。
史
料
5
3
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
元
治
元
年
に
河

内
国
讃
良
郡
深
野
新
田
が
“
寄
付
地
”
と
し
て
小
堀
数
馬
を
仲
介
と
し
て

泉
涌
寺
領
と
な
っ
た
と
き
の
村
明
細
帳
、
免
状
等
同
｝
時
点
の
村
方
の
基

本
史
料
十
二
点
を
一
帳
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
支
配
関
係
で
は
天
保
～
明
治
の
御
触
書
留
帳
が
十
冊
あ
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。
連
続
し
て
い
な
い
が
、
前
号
で
ふ
れ
た
寛
政
か
ら
明
治

ま
で
の
日
記
と
併
せ
て
検
討
す
れ
ば
幕
末
史
に
新
た
な
一
頁
を
加
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
他
、
慶
長
十
九
年
の
板
倉
伊
賀
守
の
禁
制
写
、
慶
長
期
の
秀
忠

御
内
書
（
正
文
）
、
護
持
院
隆
光
の
直
筆
書
状
二
通
、
天
明
、
天
保
の
参
府

日
記
、
文
政
二
年
、
元
治
元
年
の
京
都
の
火
災
の
記
録
、
安
政
の
再
建
御

用
留
記
、
慶
応
期
の
年
中
行
事
井
諸
事
書
留
等
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
末
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寺
の
駿
州
志
太
郡
大
草
村
の
慶
寿
寺
関
係
の
も
の
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　
以
上
、
管
見
に
ふ
れ
た
史
料
を
中
心
に
そ
の
概
要
を
述
べ
て
み
た
が
、

種
々
の
制
約
に
よ
り
十
分
い
い
尽
せ
な
か
っ
た
点
も
多
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
旧
来
の
泉
涌
寺
文
書
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
の
山
田
家
文
書
の
重

要
性
が
本
稿
に
よ
り
い
く
ら
か
で
も
明
ら
か
に
し
え
た
と
し
た
ら
幸
い
で

あ
る
。

　
執
筆
分
担
。
巻
頭
写
真
解
説
、
大
三
輪
竜
彦
。
総
説
、

葬
礼
、
山
田
家
旧
蔵
泉
涌
寺
文
書
の
概
要
、
山
中
清
孝
。

所
領
、
伊
藤
一
美
。

後
水
尾
天
皇
の

山
田
家
と
そ
の
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